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は じ め に

ブラジルの農業は 16 世紀から国際市場と結

びついて発展してきた。北東部におけるサトウ

キビプランテーション，サンパウロ州における

コーヒー農園など，ブラジル経済の発展は農業

と共に歩んできた。

そうしたなか，世界の農産物市場では 2つの

大きな出来事があり，それにより世界の農産物

貿易と新興諸国・開発途上国の農業は大きく変

化している。ひとつはGATT−ウルグアイ・ラ

ウンド交渉により，先進国における農業保護が

削減されたことである。これにより，世界の農

業輸出に占める先進国比重が低下し，一方でブ

ラジルをはじめとする新興諸国からの農産物輸

出が増加している。もうひとつは中国をはじめ

　はじめに

Ⅰ　契約栽培に関する理論的考察

Ⅱ　ブラジルの大豆生産と大豆コンプレックス

Ⅲ　ルッカスドリオベルジ市における大豆生産の事例

研究

Ⅳ　契約栽培が進展している要因

　おわりに

《要　約》

ブラジルでは，世界の食料需要増加により，アグリビジネスによる垂直的統合がさまざまな作物で

進展している。その代表例が大豆コンプレックスであり，大豆生産の主生産地域の中西部の大豆農家

は契約栽培によって生産面で包摂されている。

本稿では，中西部マットグロッソ州ルッカスドリオベルジ市を事例に，ブラジルの大豆生産におけ

る契約栽培が進展している要因を検討した。農家は，契約栽培に包摂されることによって，大豆価格

や投入財価格のリスクの一部を軽減することにより収益の不確実性を減少させ，また運転資金や販売

にかかわる費用を節約することが可能となっている。一方，企業においても，価格リスクの一部を負

担することで，安定的な量および均一的な品質の大豆の確保が可能となっていることが明らかになっ

た。さらに，中西部で契約栽培が普及しているのは，その地域の農業規模に対する公的農村融資制度

が欠如しているためである。したがって，ブラジルをはじめとする新興諸国や開発途上国では，先進

国に比して市場やそれを支える制度が十分に機能していないという各国の国内環境の問題に目を向け

ることも重要となってくる。
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とする世界的な食料需要の増加である。世界人

口の増加，新興諸国の成長を背景に，ブラジル

は食料供給国として揺るぎない地位を築いてい

る。主だった輸出品もコーヒー，サトウキビ等

の伝統的亜熱帯作物，大豆，トウモロコシ等の

耕種作物，牛肉・豚肉・家禽肉など食肉製品，

オレンジジュース等の農産物加工品，紙・パル

プ等の林産品と多岐にわたる。ブラジルにおけ

る農産物の多くは，生産から加工・流通までの

すべての段階をアグリビジネスによって支配さ

れる垂直的統合が進展している。そして，ブラ

ジルにおいてアグリビジネスによる垂直的統合

の代表作物のひとつが大豆である。

開発途上国では，アグリビジネスによる垂直

的統合の生産面での包摂として，契約栽培もし

くは直営農場経営が選択される。世界開発投資

報告によれば，ブラジルの大豆では全体の 35

パーセントが多国籍アグリビジネスによる契約

栽培である［UNCTAD 2009, 119］（注１）。契約栽培

とは，農家と企業の間で①一定期間，②生産開

始前に口頭もしくは書面にて，③企業が農家に

対して資源を提供，もしくはひとつ以上の特殊

な生産条件を与え，④企業がひとつ以上の市場

条件を与え，⑤農家が土地の所有もしくは支配

権をもって農業生産を行うが，⑥農産物に対す

る権利は農家にないことを指す［Prowse 2012, 

11］。その上でプロウセは，開発途上国での契

約形態を①資源提供型契約（resource-providing 

contract） と ② 生 産 管 理 型 契 約（production-

management contract）に分類する［Prowse 2012］。

資源提供型契約は，企業から特定の投入財・技

術が提供され，生産物を企業に納めることが要

求される。農家は投入財に対する選択，アクセ

ス，購入に関するコストが縮小し，企業は収穫

物の品質と報酬が約束される。この形態は，特

殊な投入財を利用する，品質の標準化が求めら

れる，あるいは農家が投入財市場へのアクセス

ができない穀物で利用されている。一方，後者

は企業が生産条件や加工条件を規定し，農家は

生産過程における意思決定を放棄することで，

高品質な農産物の販売を行える。いずれにしろ

農家は企業に対し作物の安定的供給を保証し，

企業も農家に対し安定した市場と所得源を保証

する。ブラジルの大豆では，�Soja Verde（青田

貸し）� もしくは �パコーチ（Pacote）� と呼ばれ

る契約が行われている。これは，企業が農家に

対して投入財を購入する資金あるいは投入財そ

のものを事前に渡し，それらを大豆の収穫物で

相殺する方法であり，上記の分類によれば資源

提供型契約にあたる。

ブラジルのアグリビジネスに関する研究は，

1990 年代半ば頃から始まり，アグリビジネス

による垂直的統合が世界市場・マクロ経済に与

えている影響［Kageyama 1996; Wilkinson 2010］，

ブラジル地域経済・雇用への影響［Mueller and 

Martine 1997; Frederico 2012］などさまざまな研

究が行われている。だがブラジルでは，1960

年代に農地改革を実施するもののその効果はわ

ずかであり，それ以降においても土地所有構造

を根本から変革する農地改革によって分配の平

等化を図る道をとらず，非生産的な土地を接収

しながらも，市場志向的な農業生産を拡大する，

いわゆる近代的農業を実践すると同時に未利

用・未開拓地を農地に転換することで農業生産

を拡大する道をとっている［西川 1983; Nakatani, 

Faleiros, and Vargas 2012; 佐野 2013］。そのため小

規模農家の衰退・森林破壊・生物多様性の喪失，

遺伝子組み換え大豆の普及による食の安全性の
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問題などから批判的に論じる研究も少なくない

［Mueller 1992; Delgado 2005; Hisano and Altoé 2008］。

日本においても，2000 年代以降に，大豆産業

における多国籍アグリビジネスの参入とその影

響について考察した小池［2007］や大豆栽培地

域の農業構造分析について分析した佐野［2005］

が挙げられる。だがこうした研究の多くは，多

国籍アグリビジネス（穀物メジャー）による支

配構造の解明に主眼がおかれ，垂直的統合に包

摂されている大豆農家と企業の契約関係を実証

的に研究しているものは少ない。

そこで本稿では，これまでの研究では断片的

にしか言及されていないブラジルの大豆農家の

契約栽培について，マットグロッソ州ルッカス

ドリオベルジ市（以下，ルッカス）におけるア

グリビジネスと大豆農家の契約関係から，大豆

生産における農家と企業による契約関係はどの

ような形態になっており，それは双方にとって

どのような役割を成しているのか，そこに包摂

されている農家はどのような層であるのかを検

討する。

ここにおいてルッカスを事例に取り上げるの

は，同地域が大豆の主生産地帯のひとつだから

である。現在，ブラジルにおける大豆生産の半

分程度をマットグロッソ州が占めており，ルッ

カスは州内において第 9位の生産量を誇る。す

なわちその契約関係は，垂直的統合における生

産面での農家の包摂を代表する形態のひとつと

して捉えることが可能であると考えるゆえであ

る。

本稿の構成は以下のとおりである。まず，第

Ⅰ節で契約栽培に関する理論的考察を行い，な

ぜ契約栽培が選択されているのかを取引コスト

論の枠組みから説明した上で，取引コスト論の

議論だけでは捉えきれない要因があることを指

摘する。次に第Ⅱ節で，ブラジルの大豆生産の

現状および垂直的統合の進展度合いを示す。こ

れに続く第Ⅲ節では，ルッカスにおける事例研

究から契約栽培を分析し，第Ⅳ節では契約栽培

が浸透している要因を考察する。最後に，以上

の分析を総括することで結びに代えたい。

Ⅰ　契約栽培に関する理論的考察

契約栽培あるいは企業の垂直的統合に焦点を

当てたアプローチで最も主要な考え方が，取引

コスト論である。同理論は，コースが創始し，

ウィリアムソンによって精緻化されてきた。取

引コストとは，限定合理的で機会主義的な人間

同士が取引を行う場合に発生する費用のことで

ある。こうした取引コストは，「不確実性」，

「資産の特殊性」，「取引頻度」といった要因に

より増減する［Williamson 1985］。

契約栽培による垂直的統合は，こうした取引

コストを節約するとされる。契約農家は，市場

チャネルが保証されたことにより不確実性が減

少し，また企業にとっても契約栽培により，均

一的な作物と安定した量を確保することができ

不確実性が減少する。また，契約農家は市場チ

ャネルを保証されたことで，資産の特殊性（た

とえば農場の修繕や多年生灌木の植え付けなど）

に対する投資を拡大することが可能である。企

業にとっても，農産物の均一性や安定的な供給

が確保されたことにより，資産の特殊性（たと

えば加工施設や貯蔵施設の拡大など）への投資が

拡大する。こうして企業と農家は連続的な取引

が行えるのである［Prowse 2012, 29-30］。また

「資産の特殊性」は，スポット市場ではホール
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ドアップ問題を引き起こし，スポット市場が機

能していないときに契約栽培が進展する場合も

ある［MacDonald et al. 2004, 24-28］。

このように取引コスト論では，不確実性や資

産の特殊性が高いほどスポット市場よりも契約

栽培が選択され，さらにそれらが高まることで

直営農場経営を選択することになる。だが，大

豆は非遺伝子組み換え作物（Non-GMO）など一

部の用途を除けば，果樹や樹木作物に比して必

ずしも資産の特殊性が高い作物とは言い難い。

したがって，大豆生産において契約栽培が選択

される要因については上記以外の側面も考慮す

る必要性が存在するといえるだろう。

そのひとつが，農村環境である。農村ではお

互いが顔見知りで，情報（うわさを含め）が瞬

時に広がりやすい環境であることから，約束

（契約）などを破ったときの信用失墜コストが

都市部に比べ高くつく。そのため，農家も企業

も社会的評判（reputation）を気にしながら行動

をすることになる［Allen and Lueck 2003, 37］。そ

れは裏を返せば，知らない者や新参者との単発

的取引を選択した場合，社会的評判が働かない

ことでリスクが高まることを意味する。すなわ

ち農家と企業の双方が短期的な利益を追求する

あまり，長期的な利益を損なうような行動をと

るとインセンティブが損なわれる可能性があり，

取引が繰り返されるなかで長期的な協力・信頼

関係と相互義務が継続する。したがって，それ

までの取引実績をはじめとする協力・信頼関係

が契約者同士の機会主義的行動を抑制し，長期

間による契約栽培が実施されている場合は，同

地域への新規企業の参入は容易ではない。また，

山田［2013, 74］によれば，市場やそれを支え

る制度が不完全な開発途上国においては，現実

に選択される契約デザインはその地域の政策，

制度，社会的要因などによって規定される側面

もある。中央政府による支援政策，農業生産・

農村環境に対する制度設計の不十分さなどの国

内環境が，市場よりも契約栽培や直営農場を選

択させる要因となることもありえる。後述する

ようにブラジルの大豆生産では，その生産規模

から公的融資制度を利用することが難しく，こ

うした制度的隙間を埋めているのが契約栽培だ

と考えられる。そこで本稿においては，ブラジ

ルの大豆生産において契約栽培が選択されてい

る要因は取引コスト論の議論だけでは捉えきれ

ない側面がある点にも着目する。それは，農家

と企業双方が社会的評判を気にしながら行動す

る農村環境や農業生産・農村環境に対する制度

設計の不十分さを補完している制度的側面であ

る。

Ⅱ　ブラジルの大豆生産と

大豆コンプレックス

１．大豆生産の現状

ブラジルの大豆生産量は過去 30 年間に急速

に伸びている。図 1は，1976/77 年から 2013/14

年のブラジルの大豆生産量と作付面積の推移を

示したものである。大豆の生産量・作付面積共

に右肩上がりであり，2013/14 年には 9033 万

トン，2955 万ヘクタールに達する見込みである。

年平均増加率では，生産量が 5.4 パーセントで

あり，そのうち作付面積増加によるものが 3.9

パーセント，生産性上昇によるものが 1.5 パー

セントであり，生産量増加のうち約 7割は作付

面積の拡大による。

地域別の推移を示したのが図 2である（地域
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区分は図 3）。大豆生産地域は，2つの地域に生

産量および作付面積の 8割近くが集中している。

伝統的な生産地域の南部とフロンティア地域の

中西部である。ここで注目すべき点は 2点ある。

第 1に，2001/02 年を境に，それまで生産量・

作付面積ともに勝っていた南部に代わり，現在

の最大生産地域である中西部の占める割合が高

くなっている点である。中西部は，2013/14 年
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図１　ブラジルの大豆生産の推移

（出所）CONAB資料より筆者作成（2014 年１月 10 日アクセス）。

（注）2013/14 年の数値は 2014 年１月における暫定値。
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（出所）CONAB（2014 年１月 10 日アクセス）。

（注）2013/14 年の数値は 2014 年１月における暫定値。
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において，生産量の 46.6 パーセント，作付面

積の 46.1 パーセントを占めている。中西部の

中でも主たる生産地域であるのがマットグロッ

ソ州で，中西部の生産量・作付面積の約 6割を

占める。中西部で大豆生産が拡大してきた背景

には，1970 年代に食料増産や経済発展から取

り残された階層や地域問題を解決するために中

西部への入植・移住計画（セラード開発）を実

施したためである。具体的には，①道路網の建

設，②未開発地の収用，③補助金の提供である。

第 2に，2001/02 年以降，北部・北東部のマト

ピバ地域（マラニョン州・トカンチンス州・ピア

ウイ州・バイア州）での生産が拡大している点

である。全体に占める北部の割合は，0.9 パー

セント（2001/02 年）から 3.4 パーセント（2013/14

年），北東部の割合は 6.9 パーセントから 8.7

パーセントとなっている。このようにブラジル

の大豆生産は，南部から中西部に主たる生産地

域が移動し，また近年はそれらがさらにマトピ

バ地域へと北上する傾向にある。

次に大豆農家について概観する（表 1）。2006

年の農業センサスによれば，21 万 7015 戸が大

豆生産を行っており，全体の 89.8 パーセント

が南部である。地域によって多少の差はあるも

のの，全体の 8割強にあたる 18 万 1874 戸が自

作農（所有）である。一方，全体の 10 パーセ

ント強にあたる 2万 2978 戸が借地をしている

が，共同経営，占有，非権利者，土地なし生産

者の形態は少ない。次に総面積別にみると，①

中西部は 100〜1000 ヘクタールの大規模農家が

多く，また 1000 ヘクタール以上の巨大経営体

も多数存在する，②南部では 10〜100 ヘクター

ルの中規模農家が 69.4 パーセントと高く，ま

た 10 ヘクタール以下の小規模農家も 3万 7879

戸で，南部全体の 2割弱を占める，③北東部は，

1000 ヘクタール以上の巨大農家が北東部全体

の約 55 パーセントを占める等，他地域に比べ

大規模・巨大農家が多い，④南東部の農家規模

は，南部と中西部の中間に位置し，また北部の

それは中西部と北東部の中間に位置する（注２）。

この傾向は，各地域における作付面積別の農家

数にもあてはまる。

このように大豆生産においては，生産地域が

北上するとともに，大豆農家の大規模化が同時

進行している。これは作物特性と地域特性によ

る。まず，大豆は耕種作物のため，規模の経済

を発揮することで平均費用を引き下げる効果が

高く，大規模経営に向いている作物特性がある。

地域特性では，土地が狭隘化している南部に比

べ，いまだに開発余地の高い北東部では農地を

安価に購入することが可能であり大規模経営で

新規に参入する農家が多いこと，また近年は北

部・北東部の開発プロジェクトおよびインフラ

整備が計画されていることも影響している。以

上をまとめると，①農家の多くは土地を所有し

ている，②伝統的生産地域の南部では中規模農

家が多く，一方中西部やマトピバ地域を含む北

東部・北部では大規模農家が多い。次項では，

川下部門の構造について分析する。

２．大豆コンプレックスにみる川下部門の構

造

大豆は，圧搾することでできる油とミール

（粕）を利用するのが一般的であり，川下部門

の誘発効果が高い作物である。この生産・投入

の流れを総じて大豆コンプレックスという（図

4）。図 5によれば，2013 年において 8160 万ト

ンの大豆のうち，約 4割にあたる 3540 万トン
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表
１
　
大
豆
生
産
に
お
け
る
地
域
別
土
地
所
有
形
態
・
総
面
積
・
作
付
面
積

数
（
戸
）

割
合
（
%
）1
）

中
西
部

南
部

南
東
部

北
東
部

北
部

全
体

中
西
部

南
部

南
東
部

北
東
部

北
部

ブ
ラ
ジ
ル
全
体

13
,7
86

19
4,
96
6

6,
21
6

1,
31
7

73
0
21
7,
01
5

6.
4

89
.8

2.
9

0.
6

0.
3

土
地
所
有

所
有

非
権
利
者
２
）

借
地

共
同
経
営
３
）

占
有
４
）

土
地
な
し
生
産
者

10
,5
21 77
0

2,
27
4

12
0 99 2

16
4,
60
8

2,
86
1

19
,3
86

4,
27
0

3,
61
7

22
4

4,
92
8 28

1,
13
7 75 42 6

1,
21
1 14 69 5 15 3

60
6 1

11
2 7 4 0

18
1,
87
4

3,
67
4

22
,9
78

4,
47
7

3,
77
7

23
5

76
.3 5.
6

16
.5 0.
9

0.
7

0.
0

84
.4 1.
5

9.
9

2.
2

1.
9

0.
1

79
.3 0.
5

18
.3 1.
2

0.
7

0.
1

92
.0 1.
1

5.
2

0.
4

1.
1

0.
2

83
.0 0.
1

15
.3 1.
0

0.
5

0.
0

総
面
積

10
ha
以
下

10
〜
10
0h
a

10
0〜
1,
00
0h
a

1,
00
0h
a
以
上

不
明

46
7

3,
24
1

6,
82
2

3,
25
4 2

37
,8
79

13
5,
33
9

20
,2
32

1,
29
2

22
4

33
6

2,
65
7

2,
65
2

56
5 6

52 95 44
4

72
3 3

14 15
9

31
1

24
6 0

38
,7
48

14
1,
49
1

30
,4
61

6,
08
0

23
5

3.
4

23
.5

49
.5

23
.6 0.
0

19
.4

69
.4

10
.4 0.
7

0.
1

5.
4

42
.7

42
.7 9.
1

0.
1

3.
9

7.
2

33
.7

54
.9 0.
2

1.
9

21
.8

42
.6

33
.7 0.
0

作
付
面
積

10
ha
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下

10
〜
10
0h
a

10
0〜
50
0h
a

50
0h
a
以
上

98
4

3,
86
7

5,
04
6

3,
88
9

92
,6
34

88
,1
28

12
,6
68

1,
53
6

79
0

3,
10
0

1,
80
7

51
9

16
5 56 39
2

70
4

47 23
5

26
6

18
2

94
,6
20

95
,3
86

20
,1
79

6,
83
0

7.
1

28
.1

36
.6

28
.2

47
.5

45
.2 6.
5

0.
8

12
.7

49
.9

29
.1 8.
3

12
.5 4.
3

29
.8

53
.5

6.
4
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.2

36
.4

24
.9

（
出
所
） 

IB
G

E［
20
06
］
よ
り
筆
者
作
成
。

（
注
）
１
）
割
合
は
地
域
別
に
そ
れ
が
占
め
る
割
合
を
示
し
て
い
る
が
，
ブ
ラ
ジ
ル
全
体
の
み
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
て
い
る
。

　
　
２
）
非
権
利
者
と
は

IN
C

R
A
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
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の
う
ち
，
ま
だ
正
式
な
土
地
登
記
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れ
て
い
な
い
者
を
指
す
。

　
　
３
）
共
同
経
営
に
は
分
益
小
作
人
，
下
請
け
人
，
転
借
人
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ど
も
含
ま
れ
る
。

　
　
４
）
占
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生
産
者
が
そ
の
使
用
に
関
し
て
何
の
対
価
も
払
っ
て
い
な
い
者
を
指
す
。
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が加工され，大豆ミールとして 2690 万トン，

大豆油として 680 万トンが供給される。ミール

は畜産業（養鶏・養豚中心）の飼料として約 5

割が国内消費され，油は食用油とバイオディー

ゼルとして約 8割が国内消費される。特に，油

では 2004 年にエネルギー問題，環境問題およ

び農村地域開発を目的に国家バイオ燃料生産プ

ログラム（PNPB）が実施され，2005 年にバイ

機械

大豆

豚肉

加工品

鶏肉

食用油

大豆油

牛肉

大豆栽培

搾油・加工

大豆粕

飼料
（養鶏）

飼料
（養豚）

飼料
（畜牛）

その他
食品加工

バイオ
ディー
ゼル

卵・加
工品

牛乳・
乳製
品・加
工品

農薬

肥料

種子

 図４　大豆コンプレックス

（出所）筆者作成。

投
入
財

国内消費
1,400万ｔ大豆ミール

2,690万ｔ

大豆油
680万ｔ

大豆
8,160万ｔ

加工
3.540万ｔ

輸出
4,279万ｔ

輸出
130万ｔ

国内消費
550万ｔ

輸出
1,320万ｔ

 図５　大豆の取引形態（2013年）

（出所）ABIOVE資料から筆者作成（2014 年１月 12 日アクセス）。
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オディーゼルの 2パーセントまでの混合許可，

2008 年以降は混合義務化（2008 年 3 パーセント，

2009 年 4 パーセント，2010 年 5 パーセント混合）

がされたことにより，国内消費が拡大している。

次に加工・搾油部門である。表 2に 1日当た

りの圧搾・精製処理能力を地域別に示した（注３）。

それによると，圧搾の処理能力は南部・中西部

で高く，精製の処理能力は南東部・南部で高い。

だが 2002 年から 2013 年の年平均増加率をみる

と，圧搾の増加率は中西部・北東部で高く，精

製の増加率は中西部・南部で高い。これは①大

豆生産地域が南部から中西部，北東部へと北上

するなかで，搾油メーカーも中西部・北東部に

施設を新設していること，②中規模農家の多い

南部では，国家バイオ燃料生産プログラムによ

りディーゼル施設を新設しているためである。

ブラジル植物油産業協会（ABIOVE）によれ

ば，2013 年において 37 社の企業が 70 の加工

施設を経営しており（うち 17 施設が遊休施設），

66 社の企業が 121 の搾油施設を経営している

（うち 17 施設が遊休施設）（表 3）。これによると，

ブンゲ（Bunge），カーギル（Cargill），ADM，ル

イ・ドレイファス（Louis Dreyfus）の多国籍ア

グリビジネス（穀物メジャー）が所有する施設

数が多い。だがその一方で，カメラ（Camera），

グラノール（Granol），ブレジェイロ（Brejeiro）

に代表されるブラジル系加工・搾油企業，世界

有数のブロイラー企業であるブラジルフーズ

（BRF），コアモ（Coamo）・コカマール（Cocamar）・

コミーゴ（Comigo）に代表される協同組合など

も加工・搾油施設を有している。

またブラジル系企業，協同組合の多くは南

部・南東部に位置しているが，それは両地域が

伝統的に協同組合の多い地域のためである。南

部・南東部に協同組合が多いのは，20 世紀の

初めにイタリア・ドイツ・ポーランド出身の移

民者たちが，25〜30 ヘクタールのコロニー（入

植地）に定住すると同時に，組織化を図り協同

組合を形成してきたためである（注４）［Gehlen 

1991; 佐野 2005］。1980 年代の債務危機・ハイ

パーインフレおよび 1990 年代の経済の自由化

により，日系ブラジル人組合のコチア協同組合

が倒産したように，協同組合が次々に破綻し協

同組合の再編が行われた。だが，南部では多く

の協同組合が生き残り，現在は先に挙げたコア

モのように小・中規模農家を組織化することで

表２　地域別圧搾・精製処理能力

総圧搾量 平均増加率

（%）

2002/2013

総精製量 平均増加率

（%）

2002/2013

2002年 2013年 2002年 2013年

t	/1日 % t	/1日 % t	/1日 % t	/1日 %

	中西部	

	南部	

	南東部	

	北東部	

	北部	

	全体	

30,190

52,850

19,400

6,120

2,000

110,560

27.3

47.8

17.5

5.5

1.8

100

70,811

70,305

23,273

11,291

2,300

177,980

38.2

40.2

13.8

6.5

1.3

100

8.1

2.6

1.7

5.7

1.3

4.4

2,760

4,910

7,110

1,590

-

16,370

15.4

27.4

39.7

8.9

-

91

7,661

7,148

7,465

2,100

-

24,374

31

29

31

9

0

100

9.7

3.5

0.4

2.6

-

3.7

（出所）ABIOVE資料から筆者作成（2014年1月12日アクセス）。
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表
３
　
大
豆
加
工
施
設
・
精
製
施
設
数

企
業
名

国
籍

加
工
施
設
精
製
施
設

加
工
・
精
製
施
設
所
在
地

南
部
・
南
東
部

中
西
部

北
部
・
北
東
部

1 2 3 4 5 5 7 7 7 10 10 10 10 10 15 15 15 15 19 19

B
un
ge

C
ar
gi
ll

A
D
M

L
ou
is
	D
re
yf
us
	C
om
m
od
it
ie
s

G
ra
no
l

Si
na

C
am
er
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B
re
je
ir
o
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R
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ur
u
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ve
lli

A
gr
en
co

A
lg
ar
	A
gr
o
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oe
ir
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P
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re
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E
B
E

A
m
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C
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C
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B
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nc
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ni

G
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pa
l

オ
ラ
ン
ダ

ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
ル

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

10 6 5 5 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

9 8 4 3 3 4 1 2 2 1 1 2 2 2 − 1 1 1 − −

7（
R
S/
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R
）

5（
P
R
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G
）

4（
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G
）

3（
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P
）
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）
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）
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3（
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S）

−

2（
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）
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−
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5（
M
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）
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O
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− −

3（
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O
）

−

4（
G
O
）

−

4（
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S）

2（
M
T
）

−

2（
M
T
）

− −

3（
G
O
）

ｖ

1（
M
T
）

4（
B
A
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I）

2（
B
A
）

− − − − − − − − − − − −

1（
A
M
）

− − − − −
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ひとつのローカルネットワークを築いている

［佐野 2004］。

さらに，輸出面においては多国籍アグリビジ

ネスへの集中がより鮮明となっている。図 6に

示しているように，アマギー（Amaggi）（注５），

ビアンシニ（Bianchini）のようにブラジル系企

業も輸出しているが，大豆輸出量の約 58 パー

セントを多国籍アグリビジネスが担っている。

このように大豆コンプレックスの川下部門では，

ブラジル全土において広範囲なネットワークを

有する多国籍アグリビジネスと，一地域に特化

しながらも大規模な圧搾・精製能力を有してい

るブラジル系企業・協同組合への集中が加速化

している。

３．大豆の販売先

大豆の販売先（農家数）は，南部とその他の

地域では明らかな差がある（図 7）。南部では，

協同組合への販売が 69 パーセントと圧倒的に

高く，次いで仲介業者への販売（15.2 パーセン

ト），企業への直接販売（9.2 パーセント）となっ

ている。一方，その他の地域では企業への直接

販売が高い。特に，主生産地の中西部やマトピ

バ地域の一部が含まれる北東部では，企業への

直接販売の割合がそれぞれ 48.9 パーセント，

63.9 パーセントと高くなっている。南部では他

地域に比べ大豆生産農家数が圧倒的に多く，そ

れが影響してブラジル全体でも協同組合への販

売が高く出る傾向にある。また，南部，南東部

および中西部のマットグロッソドスル州（コチ

ア系組合の再編）は協同組合が発達している地

域であることもあり，協同組合への販売が主流

となっている。その一方で中西部・北東部では

企業への直接販売が主流である。そこで，次節

ではマットグロッソ州において有数の大豆生産

地域であるルッカスの事例から，企業への直接

販売として利用されている契約栽培を検証する。

Bunge, 25%

ADM, 15%

Cargill, 18%

Amaggi, 6%

Coamo, 6%

Bianchini, 4%

Caramuru,
3% 

その他，25％

図６　大豆輸出市場における企業別占有率（2010年）

（出所）Schlesinger［2012, 20］より筆者作成。
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Ⅲ　ルッカスドリオベルジ市における

大豆生産の事例研究

１．調査地の概況

調査地のルッカスが位置するマットグロッソ

州北部は，ブラジルでも有数の穀物生産地帯で

ある（注６）。同市はポロセントロ計画による開発

が進み，1979 年に 26 家族の占有が確認されて

おり，1981 年に国家入植農地改革院（Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária: INCRA）

主導の入植事業によって，国道 163 号線沿いに

203 家族が入植し 1987 年に誕生した（注７）。市面

積は約 3675 平方キロメートルで，その 57.66

パーセントが農地，5.48 パーセントが牧草地，

36.53 パーセントが保有林，0.33 パーセントが

都市部にて利用されている（2008 年）。市役所

によれば，総農家数は 501 戸で，そのうち全体

の 1.6 パーセントが 10 ヘクタール以下，8.8

パーセントが 10〜100 ヘクタール，76.4 パーセ

ントが 100〜1000 ヘクタール，13.2 パーセント

が 1000 ヘクタール以上の農場規模を有してい

る（表 4）。すなわち同市では，大規模・巨大農

家が全体の 9割近くを占めており，その値は

図７　大豆の販売先

（出所） IBGE［2006］より筆者作成。
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マットグロッソ州（72.1 パーセント）と比較し

ても高い数値となっている。

しかし，国土面積が広いブラジルにおいて，

農業規模が大きいからといって，その資産価値，

あるいは家族を養う上での最小単位であるかは

別の問題である。1980 年代のINCRA主導の入

植事業では 200 ヘクタールが基準となっており，

INCRAにおける標準農地面積（注８）は同地域で

100 ヘクタールである。したがってINCRAの定

義によれば，ルッカスの標準農地面積は，100

ヘクタール以下がミニフンディオ（零細），100

〜400 ヘクタールが小規模，400〜1500 ヘク

タールが中規模，1500 ヘクタール以上が大規

模になる。このような地域特性を考慮すると，

同市の農家規模はブラジル全体，特に南部に比

べると大規模であるが，ルッカスにおいては

100〜1000 ヘクタールは小・中規模農家に位置

すると考えられる。また，入植プログラムを実

施している地域のため土地登記がある程度入植

期に行われている（注９）。

ルッカスにおける農業は，大豆とトウモロコ

シの二毛作が主流である。総農家の 70 パーセ

ント近くが二毛作を行っている。また，トウモ

ロコシ以外の裏作として綿花（6パーセント），

ソルガム（4パーセント），フェジョン豆，米な

どが挙げられる（注10）。ルッカスの大豆生産量・

作付面積およびトウモロコシの大豆生産量・作

付面積の推移を図 8に示した。2012 年の大豆

生産量は 71 万 6550 トンで，国内第 12 位（州

内第 9位），トウモロコシ生産量は 108 万 9710

トン，国内第 3位（州内第 2位）となる。大豆

作付面積は 22 万 5500 ヘクタール，トウモロコ

シ作付面積は 16 万 6263 ヘクタールであり，平

均収量（1ヘクタール当たり）は，大豆が 3178

キログラムで国内第 9位（州内第 3位），トウモ

ロコシが 6594 キログラムで国内第 5位（州内

第 1位）となる。

ルッカスにおける川下部門では，2008 年に

アマギー，フィアグリル（Fiagril）（注11），ブラジ

ルフーズ（注12）からなる食品加工集積地が形成さ

れた。アマギーの貯蔵施設は 21 万トン，加工

施設における圧搾能力は 1日当たり 3000 トン，

ブラジルフーズのプラント解体処理能力は 1日

当たり 50 万頭（家禽）と 5000 頭（豚），フィア

グリルの搾油処理能力は年間 1億 3400 万リッ

トルと国内有数の規模を誇る巨大集積地である。

同集積地では，アマギーで圧搾された大豆油が

施設内のパイプを通ってフィアグリルのバイオ

ディーゼル生産に用いられ，大豆ミールがブラ

ジルフーズの飼料として利用されている。また，

表４　ルッカスドリオベルジ市における規模別農家数

規模 農家数（戸） 割合（％）

100ha 以下

100〜200ha

200〜500ha

500〜1,000ha

1,000ha 以上

全体

52

146

139

98

66

501

10.4

29.1

27.7

19.6

13.2

100.0

（出所）市役所インタビュー調査より筆者作成。
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周辺にはブンゲ（貯蔵能力 14 万トン），カーギル，

ADM，コインブラ（Coinbra）の貯蔵施設およ

び加工・搾油施設も隣接している。

同地域の農家の年間スケジュールはおおむね

以下のようである。2月から 3月にかけて，大

豆収穫および裏作の作付けが行われる。5月か

ら 6月にかけて裏作を収穫し，10 月から 12 月

にかけて大豆の作付けが行われる。天候リスク

などを考慮し数種類（3〜4種類程度）の種子を

不耕起栽培するのが一般的である。また，ルッ

カスはベラニコ（雨季中の乾季）があまり発生

せず，大豆花芽期における降雨量リスクが少な

い地域でもある。

本調査は 2013 年 2 月 10〜23 日に行い，イン

タビュー調査は，市役所，農業関連研究所 2カ

所，企業 4社，代理店 1社，計 11 戸の農家を

訪問した（7戸が大豆農家，2戸が農地の貸付農家，

2戸が養鶏・養豚農家）。作付面積などはルッカ

ス全体の平均とほぼ同一であり，先に示した

INCRAの定義によれば小・中規模農家にあた

る（表 5）（注13）。　

農家は，1980〜90 年代にかけて南部から移

住しており，その目的はより良い生活，農地所

有，農場規模拡大であり，移住前に比べ大規模

な農地を所有し，さらにはその農地を基に規模

拡大を図っていた（注14）。労働形態は，家族と数

人の雇用者（常時）中心であり，収穫期のみ臨

時で数人を雇用している。居住場所は，家庭環

境などを考慮し，市内に在住している者が多く，

その場合 1〜2時間近くかけて祝祭日を除き

ファゼンダ（農場）へ出向いている。2010 年の

人口統計においても総人口の 93.2 パーセント

が市内在住である。さらに農家は，コンバイ

ン・トラクターなど機械類は各自でファゼンダ

に所有しており，それらの購入費用はブラジル

銀行などから融資を受け月賦払いしている（お

 図８　ルッカスドリオベルジ市における大豆・トウモロコシの生産量および作付面積

（単位：左目盛 ha，右目盛 t）

（出所）IBGE［2008; 2009; 2010; 2011; 2012］より筆者作成。
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表
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よそ 10〜20 年の償却期間）。一方，サイロは保

有しておらず，収穫物は収穫時期に契約企業へ

出荷することになっている。

２．契約栽培の方式

ルッカスで利用されている企業との契約方式

は，ブラジルでは �Soja Verde� もしくは �パ

コーチ� と呼ばれる。同契約では，事前に数

量・価格を決定し，契約企業（投入財企業や加

工・搾油企業など集荷事業を行っているアグリビ

ジネス）から種子・肥料・農薬等の投入財の現

物提供を受け，その対価として大豆（現物）を

期日までに出荷する方式である（注15）。

契約締結の時期は作付け前の 4〜6カ月前で，

農家が直接もしくは代理店を通じて書面契約す

る。1シーズンごとに価格および数量を決定し，

価格単価は 1袋（60 キログラム）当たりドル建

ての固定価格方式（シカゴ商品取引所〈CBOT〉

の先物価格による平均単価）が採用されている

（図 9）。各農家の契約関係をまとめたのが表 6

である。数量は，契約企業によって多少の差は

あるものの，おおむね 1ヘクタール当たり 23

〜27 袋（高いときは 30 袋）であり，各農家の生

産量の 4割前後を占めている。契約書は，民法

第 481 条に基づき，①対象，②生産地，③集荷

場所，④納期，⑤品質，⑥計量，⑦価格，⑧保

証，⑨総則，⑩罰金と罰則，⑪最終項によって

交わされている。まず，品質が表 7に規定され

ている仕様を満たさないで納入された場合は，

それが規定する値引きが要求される。次に価格

だが，2012 年（2013 年納入）においては 1袋

23 ドルで交わされていた。価格は，毎年CBOT

の動向を基に設定されており，価格設定後は双

方において変更したり取り消したりできないも

のとなっている。価格設定後に，国内市場・国

際市場の大豆相場，為替相場，大豆生産および

この契約履行に係るコストなどに変動があった

としても例外的・予想外の現象とはみなされな

い。

種子の選択（品種），肥料・農薬散布時期な

ど生産管理は農家が決定するが，企業が提供し

た農業資材の量を超えて使用する場合は農家負

担となる。また契約不履行があった場合，企業

側は農家にペナルティとして，すでに支払われ

た金額に物価上昇率（IGPM-FGV）と利子月 1

パーセントを掛けたものを上乗せした金額を要

求する。契約不履行として，①作付けをしてい

ない，あるいは生産管理を怠っている，②数量

が足りない，③品質基準をクリアしていない，

④期日までの納入ができない，⑤環境法の要件

など法律を遵守していない（注16），⑥横流しある

いは第三者への販売・譲渡などが挙げられる。

ケ・ソージャ（Ke Soja）（注17）によると，すべて

の取引（契約者数 60〜70 人）において，書面に

よる契約を締結し，決済方法等の基本的な内容

も含めて定めているとのことであった（注18）。ま

たブンゲによると，ルッカス周辺で約 200 農家，

マットグロッソ州全土で約 1万 6000 農家，ブ

ラジル全土で約 8万農家と契約をしているとの

ことであった（注19）。

Ⅳ　契約栽培が進展している要因

１．収益の不確実性の低下と安定的な量の確

保

以上の契約関係から，契約栽培が利用されて

いる要因は下記の 3点にまとめられる。

第 1に，農家は売買契約を締結することに
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 図９　大豆の売買契約書

（出所）内部資料。
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よって，生産量の約 4割前後が作付け前に価格

決定し，その価格リスクの一部を企業に移転す

ることができる点である。大豆の場合，収穫期

にあたる 2〜4月ごろの価格が最も低下する傾

向にあり，2013 年の同時期は 1袋当たり 20.3

〜24 ドルで推移していた（図 10）。契約価格が

23 ドルであったことを考慮すると，事前に価

格決定したことである程度リスク回避につな

がっていたのではないかと考えられる。農家は，

企業に比べ圧倒的に価格情報・為替情報が不足

している。為替変動は大豆価格だけでなく，投

入財の肥料や農薬がほとんど輸入品であるため

輸入原材料のレアル建て価格にも影響を与える。

先物市場におけるリスクヘッジに長けていない

農家にとって，事前に販売価格が決定する仕組

みは，収穫時の価格暴落のリスク回避につなが

り，大豆現物で投入財を交換することで収益の

不確実性を低下させている。概算ではあるが，

2013 年において 1ヘクタール当たりの純利益

は 98〜517 レアルを得ている（図 11）。

表６　大豆の契約年および契約先一覧

　 契約年 契約先
契約内容

（袋 /ha）
書面契約 金利

A 1995 Ke	Soja 25

〇 月１%

B 1996 Ke	Soja 25

C 1995 Ke	Soja 25

D 1995 Via	Campo1） 24

E2）
1995

（2010）
Louis	Dreyfus 23

F 1995 Bunge 23

G 1989 Fiagrill 27

（出所）筆者作成

（注）１）Via Campoは投入財企業である。
　　 ２）2010年に Bungeから Louis Dreyfusに契約先を変更。

表７　品質に関する規定

項目 許容範囲 値引き

水分 最大	14% 14%を超える１%ごとに1.5%

不純物 最大	１% １%を超える１%ごとに１%

緑色の豆 最大	８% ８%を超える１%ごとに１%

割れあるいは破損 最大	30% 30%を超える１%ごとに１%

不具合（焼け，かび，発酵した豆

を含む）

最大	８% 発酵した豆は最大でも上限４%とした

上で，８%を超える１%ごとに１%

（出所）契約書を基に筆者作成。
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図10　ルッカスドリオベル市における大豆価格の推移

（単位：ドル建て／１袋）
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 図11　大豆生産における１ヘクタール当たりの純利益

（出所）農家への聞き取り調査および IMEA［2013］のデータを基に筆者作成。
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一方，契約企業にとっても，安定的に均一か

つ良質的な大豆を確保できる。中国をはじめと

する世界需要の高まりやブラジル国内において

もバイオディーゼル義務化など，内外環境は売

り手市場の様相を呈し，大豆価格も上昇傾向に

ある（図 12）。そのなかでアグリビジネスに

とっては量の安定的確保が第一義的となってい

る。先に示したようにルッカスは，入植地とし

て開墾され，入植者層は①占有者層（INCRA入

植プログラム前に土地を開拓した層であり，起業

型占有者層）（注20），②INCRA入植者層（注21），③コ

ペルルッカス（協同組合）とのかかわりのある

入植者層（プロデセル事業による入植者）（注22）に

大別される。ロッチャは，ルッカスで成功して

いる者の多くは占有者層とプロデセル事業にお

ける入植者層であり，INCRAの入植者層は土

地を放棄する者が多かった点を指摘している

［Rocha 2008］。その原因として，INCRAの入植

者層は，土地の特性を知らないまま南部の栽培

技術をそのまま再現したこと，当初予定されて

いたINCRAによるインフラ整備やサポートが

なかった点を挙げている（注23）。すなわちINCRA

の入植者は，土地登記など土地制度には恵まれ

ていたにもかかわらず，①生産技術をはじめと

する農業経営能力がなかったこと，②入植者層

内における社会的つながりがなかったこと，い

わゆる情報交換や助け合い精神が不在であった

ことにより土地を放棄せざるをえなかった。一

方で占有者やプロデセル事業による入植者は，

入植に至った経緯・条件は異なるものの，勤勉

性，パイオニア・起業家精神，助け合い精神な

ど価値観における社会的類似性があった。今回

の調査においても，占有者として開墾した者や

プロデセル事業で入植した者もいたが，彼らは

自らのルーツや家族・近隣同士の社会的つなが

りを大事にしており，その土地の広さから通常

の統計枠組み（IBGE）の分類では農業ビジネス

経営者や大規模農業生産者に当てはまるが，自

（出所）ABIOVE資料（2014 年１月 12 日アクセス）から筆者作成。
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 図12　大豆価格の変動
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らを町の開拓者あるいは起業家であると考えて

おり周囲もそのような認識をしていた。家禽生

産においても，サンタカタリーナ州の養豚経営

を行っていた者が，ブラジルフーズの工場建設

とともにルッカスに移住していた。すなわち，

現在契約栽培によって包摂されている層の多く

は，南部においてすでに農業生産に従事してい

た生産技術の高い農家であり，より良い生活や

農業での成功を求めて移住してきた層である。

また，農家間においては，近隣同士の社会的つ

ながりを大事にし，農家間での情報交換を怠ら

ない。したがって，現在の中西部地域はそうし

た南部の社会的関係が移植されている地域であ

り，企業にとっても安定的な数量と良質の大豆

を確保するための取引相手を探す，あるいは育

成する費用を軽減することにつながり，さらに

それは企業による土地所有リスクを軽減させて

いるといえるだろう。

２．農村融資制度の欠如

第 2に，契約農家にとって契約栽培に包摂さ

れることは，運転資金を借りる金融手段として

極めて単純明快な方法であり，企業にとっても

マーケットシェアを拡大する上で直接的効果が

大きいためである。図 13 に示しているように，

大豆生産は総生産コストに占める投入財の占め

る割合が 57 パーセントと非常に高く，その運

転資金を捻出することが農家経営にとって重要

となってくる。

ブラジルの農村融資制度は，公的農村融資制

度と民間もしくは非公式な農村商業融資制度の

2つに大別することができる。公的農村融資制

度は，国家農村信用制度（Sistema Nacional de 

Crédito Rural: SNCR）の農村信用マニュアル

（MCR）の規定に従って銀行もしくは協同組合

から融資を受ける方法であり，民間もしくは非

公式な農村融資制度はその資金源が投入財企業，

図13　マットグロッソ州中北部における大豆生産コストおよび内訳

種子
R$ 104.49
6%

農薬
R$ 551.23
31%

肥料
R$ 351.02
20%

運転費用
R$ 125.45
7％

その他費用
R$ 625.73
36%

（出所）IMEA［2013］より筆者作成。

（注）行政区分とマットグロッソ州農業経済研究所（IMEA）の区分は異なり，IMEAは以下の区分にし

ている。①北西部，②北部，③北東部，④中北部，⑤東部，⑥中南部，⑦南東部に区分し，ルッカス

は中北部に位置する。中北部のデータには16市が含まれるが，その中でも，ルッカス，シノーペ

（Sinop），ソヒーソ（Sorriso）が農家の多い地域である。
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卸売企業（再販業者や協同組合を含む），加工・

販売企業（多国籍アグリビジネスなど輸出業者を

含む）から提供される。ブラジルでは，1965 年

に法令第 4829 号によってSNCRの設立以降，

ブラジル銀行を通じ中央銀行管轄の基金とプロ

グラム（税金と特別徴収の資金）を通して国庫

に蓄積された資金，および銀行の預金額の 10

パーセントを強制預託金とした資金によって農

村融資が提供されてきた［佐野 2012］。だが，

大豆生産が拡大する一方で，1980 年代の債務

危機・ハイパーインフレーションにより政府に

よる農村融資能力が低下したこと，1990 年代

の初頭には金融機関の融資能力が低下したこと，

1994 年のレアル・プランの実施以降利子率が

高止まりし，農家は融資を受けることが一段と

困難な状況になってきた。こうしたなかで，農

村融資の資金量を大幅に増やすことを目的に，

Soja Verdeのように農家は融資を受ける代わり

に企業からの投入財の供給を受け，農産物納入

を保証するという新たな資金供給メカニズムが

形成されてきたのである。特に，1994 年に法

令第 8929 号にて，現物取引の手形として農産

物証書（CPR）が形成されたことでこの資金供

給メカニズムは一般化してきた（注24）。

ルッカスの大豆農家も，入植当初は協同組合

（コペルルッカス），州立銀行やブラジル銀行な

どを通じてSNCRの低利な融資を受けることが

可能であった。だが，債務危機・ハイパーイン

フレーションにより農家自体も累積債務を抱え

るなかで，累積債務を抱えた協同組合の破綻，

銀行からの融資打ち切り，さらに高金利政策が

実施された。そうした環境変化のなかで，農家

が運転資金を手に入れる唯一の手段が企業から

のSoja Verdeとなったのである。

ブラジル中央銀行のデータによると，2010

年の大豆生産に対する公的融資を受けた面積は

南部の 69.8 パーセントに対し中西部は 32.4

パーセントであり，ルッカスが位置するマット

グロッソ州はブラジル全土で最も低くわずか

23.9 パーセントであった。逆に言えば，民間も

しくは非公式な融資は南部では 30.2 パーセン

ト，中西部では 67.6 パーセント，マットグロッ

ソ州は 76.1 パーセントと最も高い値を示す

［Silva 2012, 13］。このようにルッカスをはじめ

とする中西部では，協同組合が破綻するなど南

部に比べ協同組合が発達・再建しなかったこと，

その生産規模から公的融資の対象になりにくい

こと，公的融資における農家 1戸当たりの融資

額は非常に小さくその資金のみで運転資金を賄

うことは不可能であり，それを補完しているの

がアグリビジネスとの契約なのである。ここに

第Ⅰ節で取り上げた取引コスト論が着目してい

る以外の側面のひとつがあるといえるだろう。

つまり企業との契約関係を締結することは，農

家にとって大豆現物で運転資金の制約を緩和す

る有効な手段のひとつとなっており，さらにそ

れはブラジル農業に対し政府が行っている融資

制度を補完する役割を担っているのである。

また，農家の多くはサイロなど貯蔵施設を有

していないため，収穫期にすべての大豆を契約

企業のサイロに出荷するケースが多い。今回の

インタビュー調査では，すべての農家が契約企

業のサイロに収穫した大豆のすべてを出荷して

いた。サイロに貯蔵された大豆はスポット市場

で取引されるものの，契約企業以外に販売する

には追加流通コスト（サイロからサイロへの移

動）がかかることから希少なケースであった。

世界的販路をもち，先物市場でのヘッジに長け
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ている企業になればなるほど，国際市場での利

益を実現するためにも大豆現物を確実に入手す

ることが必要である。現在の契約栽培では，運

転資金を提供することで大豆農家のほぼすべて

の生産量を確保することが可能となっており，

企業にとってもマーケットシェアを拡大するこ

との直接的効果が大きい。

３．農村環境と新規参入の困難さ

第 3に，契約栽培が継続する要因として，企

業と農家との間で信用と相互関係を確立してい

る農村環境が挙げられる。今回の事例の場合，

協同組合の倒産・銀行からの融資打ち切りを契

機に，企業との契約栽培に踏み出しており，さ

らにその契約は単年度契約であるにもかかわら

ず，毎年契約を更新し，契約企業の変更を行っ

ているケースは 1件のみしか確認できなかった。

ケ・ソージャやビア・カンポに代表される小中

堅の地場企業において利用できる農家サービス

と，ブンゲやルイ・ドレイフェスなど多国籍ア

グリビジネスによって提供される農家サービス

に明確な違いもなかった。また，インタビュー

した農家の多くは 1980 年代からの入植・移住

者，もしくは 2代目にあたる層だが，彼らは口

をそろえて，「経済が混乱していた時期に，私

たちが選べる選択肢は企業との契約であり，ま

たそれによって農業経営が成り立った」と述べ

ていた。現契約企業は，少なくとも自分たちが

一番苦しかった時期に手を差し伸べてくれた企

業と考えており，これはその地域において昔か

らある，これまでの取引実績があるからという

先発企業の優位性が働いているといえるだろう。

この点は，農地投資ブームにより他国・契約企

業以外から農地の借地や買い上げ，穀物の直接

取引の申し出にも表れている。たとえばアルゼ

ンチン人による農地の賃貸借申し込みが，1ヘ

クタール当たり 15〜16 袋とルッカスの平均（9

〜10 袋）より高い条件で提示されるにもかかわ

らず，そうした者との取引は農地の土壌条件を

悪化させ，農地の継続利用を阻害するといった

うわさ・社会的評判から成功していなかった。

特に，ルッカスの農家は入植当時から近隣同士

の社会的つながりを大事にし，農家間での情報

交換を怠らなかったことで成功している者が多

く，うわさ・社会的評判などは瞬時に広まりや

すい環境である。また，農業・農業関連事業に

従事している者が多いため，どの企業がどう

いった条件・契約なのかなどの情報が日常的に

交換される環境がある。

したがって，ルッカスの農村環境は新規企業

による囲い込み・参入を難しくし，ある一定の

数量の確保をするためには，企業も北東部・北

部などマトピバ地域へ進出することが必要不可

欠であり，またそれは外国企業による農地取得，

既存企業との提携・買収などを加速させる側面

につながっていると考えられる（注25）。

お わ り に

ブラジルにおける大豆コンプレックスでは，

大豆の生産・流通に関わる川上から川下までの

部門を統合した垂直的統合が進展している。現

在，ブラジルの大豆生産量の大半を供給してい

るマットグロッソ州では，生産面において数

量・価格を事前に決定する売買契約が農家と企

業の間で交わされている。なぜ生産面において

契約栽培が選択されているのか，そこにおける

実態はどのようなものか。本論文は，この点の
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解明を試みたものである。

契約では，書面契約によって価格，量，品質，

出荷時期など一般的事項から契約不履行の場合

も含め規定されている。マットグロッソ州の大

豆生産において契約栽培が選択されるのは，農

家にとっては価格（大豆・投入財）リスクの一

部が軽減されることで収益の不確実性が減少す

るためであり，企業にとっても作付面積の減少

を防ぎ，特に資源・エネルギー・食料価格高騰

の折に安定的な数量かつ良質な大豆を手に入れ

ることが重要要件となっているためである。ま

た，契約に包摂されることで農家は運転資金の

制約が緩和される。つまりブラジル中西部で契

約栽培が普及しているのは，その地域の農業規

模に対する公的農村融資制度が欠如しているた

めであり，こうした制度的欠如を補完している

のが企業との契約栽培である。したがって，ブ

ラジルをはじめとする新興諸国や開発途上国で

は，先進国に比して市場やそれを支える制度が

十分に機能していないという各国の国内環境の

問題があり，取引コスト論が指摘している点だ

けでは契約栽培の進展要因を捉えることは難し

い。

加えて，ある程度の大豆生産が開始されてい

る地域（南部・中西部）では，企業の新規参入

における囲い込みが難しい状況にある。ルッカ

スをはじめとする中西部は 1970 年代に開発が

進展した地域だが，同地域にはそれ以前にアグ

リビジネスが存在していなかったこと，大豆生

産の開始とともにADM，ブンゲ，カーギル，

ルイ・ドレイフェスといった多国籍アグリビジ

ネス，フィアグリル，ケ・ソージャ，ビア・カ

ンポといったブラジル企業が操業しており，農

家と企業との間にはこれまでの長年の苦難を共

に乗り越えてきたという信頼・協調関係が形成

されており，互いを裏切らない抑制効果が働く

環境である。近年，世界需要が高まっているこ

とを背景に，企業はより安定的に大量の大豆を

獲得することが必要とされているが，ルッカス

のような既存地域に新規の企業が参入するのは

容易ではなく，いまだに大豆生産に転換できる

土地が多いということも重なり，大豆生産は北

部・北東部のマトピバ地域へと北上していると

考えられる。一方で，そうした農村環境は，リ

オグランデドスル州やパラナ州など一地域に特

化したアグリビジネス・協同組合の経営を存続

させることにつながっているといえるだろう。

また，大豆生産の契約に包摂されている農家

は，南部に比べ農場規模の大きい農家であるが，

その多くは規模拡大や農業での成功を夢みて伝

統的な大豆生産が行われていた地域から移住し

てきた層である。したがって，アグリビジネス

が安定的な量かつ均一的な品質の大豆を契約栽

培で確保できるのは，南部出身者の農家スキ

ル・経験といった生産技術によるものであり，

その意味では南部農家の農業実践，南部の社会

的関係が移植されたことによってもたらされて

いるといえるだろう。

しかし大豆は国際商品であるため投機性を

もっており，その価格は乱高下しやすい。また，

世界需要の高まりから大豆価格の上昇によりド

ル建てでの収入は増加したとしても，レアル高

やそれによる肥料・農薬・燃料価格など生産コ

ストが増加するため，収益を安定させるために

は為替リスクや価格リスクの回避が一段と必要

になってくる。だが農家は，企業に比べ情報の

非対称性が圧倒的に高く，今後の農業経営は一

段と難しさを増しているといわざるをえない。
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今後においてもさらなる大規模農業経営が進展

し，一部の資金力がある農家に土地の集中は加

速化していくだろう。したがって現在ブラジル

が抱える特異な農地問題，土地の不平等性は今

後も解消されることなく続いていくと考えられ

る。

しかしながら，大豆生産の拡大を背景に加速

してきた大豆生産・加工関連集積がルッカスに

与えている影響は限りなくプラスである。2000

年から 2010 年にかけての同市の年平均経済成

長率は 22.6 パーセントであり，アグリビジネ

スの進出は，農道のアスファルト化をはじめと

する周辺地域のインフラ整備も促進し，市全体

を活性化している。また，貧困指標のひとつで

ある市町村人間開発指数（IDHM）は，2010 年

において 0.768 であり，5565 市町村のなかで第

259 位，マットグロッソ州（141 市町村）で第 2

位，1991 年の 0.549 と比較しても大幅に改善し

ている。特に教育指数においては，1991 年か

ら 2010 年にかけ年平均増加率は 4.3 パーセン

トと大幅な改善がみられる。ジニ係数において

も 2010 年において 0.46 と，ブラジル全体の

0.61，マットグロッソ州の 0.57 と比較しても低

い値であり，所得平等の方向へ向いている。1

人当たり所得においても，1991 年の 600.41 レ

アルから 2010 年には 938.65 レアルと年平均

2.4 パーセント増加している［PNUD/IPEA/FJP 

1998; 2010］。それらの側面に注目すると，ルッ

カスの事例は，地域開発に対し，国際市場・ア

グリビジネスと結びついた発展のあり方に対し

て，特異的な事例として位置づけられるのか，

普遍的な事例として位置づけられるのか，さら

なる検討が必要であると考える。その点は本稿

に残された課題のひとつでもある。

（注１）報告書では，多国籍アグリビジネスに

よる契約栽培に限定されている。したがって，

同数値には，ブラジル系アグリビジネスによる

契約栽培は含まれておらず，それらを含めれば

契約栽培の割合はさらに高くなると考えられる。

（注２）IBGEのセンサスデータでは 10 ヘク

タール以下を小規模農家，10 ヘクタールから

100 ヘクタールを中規模農家，100 ヘクタールか

ら 1000 ヘクタールを大規模農家，1000 ヘクター

ル以上を巨大農家としている。ただし，INCRA

が 1993 年法令第 8629 号によって，市ごとに定

めている標準農地面積はこれとは別である。標

準農地面積については注 8を参照。

（注３）圧搾量とは大豆を油と大豆かすに分離

するために圧を加える工程での大豆量を表して

おり，精製量は抽出された油量を表している。

（注４）ブラジル農協の原型は，1902 年にリ

オグランデドスル州で設立された農村信用協同

組合である。これはヨーロッパのライファイゼ

ンシステムを基礎にしており，設立時はスイス

のT. アムスシュタット神父を中心に，ドイツ系

農業生産者を組織化し牛乳や木材生産を行って

いった［Schneider 1999］。

（注５）アンドレマギーグループ（Grupo 

André Maggi: Amaggi）は，マットグロッソ州を

中心に展開する穀物加工企業である。同社は，

1977 年にパラナ州で創設（穀物・種子の販売）

され，1979 年にマットグロッソ州で農場を始め

た。世界最大の大豆栽培農家であり，マットグ

ロッソ州中心に 10 カ所農場を所有している。現

在，搾油・加工施設をマットグロッソ州に 2カ

所（そのうち 1カ所がルッカス），アマゾナス州

に 1カ所保有している。集荷施設は，マットグ

ロッソ州に 36 カ所，ロンドニア州 3カ所，バイ

ア州・アマゾナス州・パラナ州に 2カ所，リオ

グランデドスル州・パラ州に 1カ所ある。海上

ターミナル（アマゾナス州）と河川ターミナル

（マットグロッソ州）を 1カ所ずつ保有，サンパ

ウロ州にブンゲとの共同保有ターミナルがある。

また 2009 年に，ルイ・ドレイフェスと北東部の
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大豆集荷に対し共同事業を行うことに合意した

［青木 2002; Grupo André Maggi 2012］。

（注６）マットグロッソ州の中区分は①中南部，

②北東部，③北部，④南東部，⑤南西部であり，

さらにそれぞれが小区分 22 地域に分けられてい

る。ルッカスは北部アウト・テレス・ピヘス

（Alto Teles Pires）に属する。同地域には 9市が

含まれるが，そのなかでもルッカスは，ソヒー

ソ（Sorriso），ノバムテュン（Nova Mutum）と

ともに大豆生産地帯である。

（注７）INCRAの入植事業は，リオグランデド

スル州ロンダアウタ市（Ronda Alta）の土地なし

農民の要求に応えるため実施されたプロジェク

ト で あ る［Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 

Verde 2007, 56］。また，ルッカスには日伯セラー

ド農業開発「プロデセル」事業で 1986 年に 39

家族が入植している［本郷・細野 2012, 39-40］。

（注８）標準農地面積とは，農地所有税

（Imposto Territorial Rural: ITR）を課す際に適用さ

れるものであり，これは家族を養う上での最小

限必要な面積とされている。ミニフンディオ：1

農地面積，小規模：1〜4農地面積，中規模：4

〜15 農地面積，大規模：15 以上農地面積となっ

ている。特に，この標準農地面積は，南部地域

ではその値が低く，中西部ではその値が大きく

なる傾向がある。たとえば南部のパラナ州の各

市の標準面積の 1単位は 10〜30 ヘクタールであ

るが，中西部のマットグロッソ州の各市の標準

農地面積の 1単位は 60〜100 ヘクタールとなっ

ている（州都クヤバ〈Cuiabá〉のみ 30 ヘクター

ル）。

（注９）2013 年 2 月 15 日，登記所へのインタ

ビュー。またルッカスでは，環境との調和や森

林再生を目的に，2006 年から法定ルッカスドリ

オベルジプロジェクト（Projeto Lucas do Rio 

Verde Legal）が取り組まれている。同プロジェ

クトは森林法に基づいて，2014 年までに農家は

総面積の 20 パーセント以上を保有林にする取り

組みであるが，それにより区画整理がさらに進

展する見込みである。

（注10）2013 年 2 月 13 日，市役所へのインタ

ビュー。

（注11）フィアグリル（Fiagril）社は 1989 年に

ルッカスに創設された穀物卸売企業であるが，

2008 年からディーゼル精製にも参入している。

精製ディーゼルをペトロブラス（Petrobras）へ

販売し，グリセリン（副産物）は中国に輸出し

ている。3交代による 24 時間操業で，87 人を雇

用している（2013 年 2 月 14 日，フィアグリル

社へのインタビューより）。

（注12）ブラジルフーズ（BRF）社は世界有数

のブロイラーメーカーである。2009 年にペル

ディガオンが事実上サディアを買収し，ブラジ

ルフーズと名称を変更した。ブラジルにおける

アグリビジネスランキング（2012 年）において

売上ランキング第 4位，輸出ランキング第 2位

である（EXAM誌ウェブサイト , 2013 年 1 月 20

日アクセス）。

（注13）調査において，ルッカスの大豆生産に

おける契約栽培利用の農家割合は正確な数値と

して確認できなかったが，市役所によると 1万

ヘクタールを超える大豆農家（企業）は 3件の

みであり，ルッカス最大規模を誇る農家（企業）

はGGFの 1万 5000 ヘクタールである（2013 年 2

月 13 日，市役所インタビューより）。

（注14）市役所へのインタビューにおいても，

市全体の 80 パーセント近くが南部からの移住者

である。またサディア（現ブラジルフーズ）の

工場が設立されてからは北東部からの移住者も

加速している（2013 年 2 月 13 日，市役所への

インタビューより）。

（注15）Soja Verdeが導入された当初は，前貸

し（投入財購入費用）であったが，現在はどの

農家も現物提供へと変化している。

（注16）たとえば，ルッカスの農家は森林法に

基づき総面積の 20 パーセント以上を保有林にす

ることが義務付けられている。

（注17）ケ・ソージャ（Ke Soja）社は，1984

年にリオグランデドスル州で創業された投入財

の卸売企業である。ルッカスでは 1992 年に開業

し，雇用者数 100 人である。同社は，農業コン

サルティング，種子・農薬・肥料など投入財の
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提供を行い，集荷した大豆・トウモロコシはブ

ンゲ，カーギル，ADMに販売している（2013 年

において 200 万袋〈1袋 60 キログラム〉程度）。

また自社農場（4カ所）で育苗（種子）をして

おり，そのうちルッカスでは 3600 ヘクタール

（2カ所 ），ゴイアス州で 5600 ヘクタール（2カ

所）経営している（2013 年 2 月 12 日，ケ・ソー

ジャ社へのインタビュー）。

（注18）2013 年 2 月 12 日，ケ・ソージャ社へ

のインタビュー。

（注19）2013 年 2 月 14 日，ブンゲ社へのイン

タビュー。

（注20）占有者層は，ヨーロッパ系移民の子孫

であり，南部のコロニーに定住していた層であ

る。彼らは，家族経営で小規模な農業（主に大

豆，小麦，トウモロコシ，タバコなど）と酪農

で生計を立て，わずかな財産を得ていた。だが，

農業の近代化の影響により南部での社会的繁栄

が困難となり，一部がマットグロッソ州に移住

することとなった。また起業型占有者層とは，

法的に土地を所有していないものの，資本は所

有していた層であり，資本家に移行しつつある

小規模な地方生産者である［Rocha 2008, 3-4］。

（注21）INCRA の 入 植 者（ 区 画 所 有 者，

parceleiro）は，200 ヘクタール，そのうち 25 ヘ

クタールが整地された状態で，住居となる簡単

な家，小屋，毎月の費用補助などが提供された。

だが，当初予定されていたINCRAによる支援が

予定通り実施されなかったこともあり，彼らは

土地を放棄し他地域へ移動していった。これら

の土地は 5年間転売が認められておらず，法的

には違法行為である。また放棄された土地は，

INCRAの執行者あるいは職員と個人的につなが

りのあった者や賄賂を渡した者などに優先的に

譲渡されるといった汚職が横行した［Rocha 

2008, 7-8］。

（注22）INCRAから区画を譲り受け，プロデセ

ル事業に関連していた層である。プロデセル事

業では，組合主導入植方式による拠点開発事業

が行われた［本郷・細野 2012］。こうした層は，

土地所有の登記はあるものの正式な登記簿を所

有していなかったため，協同組合がブラジル銀

行と提携し，融資に関わるすべてのリスクを協

同組合が負担し，また流通・インフラ面でも協

同組合の支援を受けていた。協同組合は，ルッ

カスの教育，医療，娯楽などのインフラ整備な

ど町の成長と発展，さらには入植者や占有者へ

の社会的支援や技術支援を担っていた［Rocha 

2008, 6-10］。

（注23）占有者とINCRAの間では，入植期に土

地の収用・合法化をめぐる交渉・争い・裁判が

あり，占有者たちがINCRAの推薦する市議候補

者を当選させるように働けば，その代償として

土地が合法化されるという暗黙の了解があった

としている。1982 年に政府がINCRA／RSに送っ

た書簡によると，27 万ヘクタールのうち，① 17

万ヘクタールが連邦政府によって獲得された未

開発地，② 3万 2545 ヘクタールが占有者から収

用された土地，③ 6万 7455 ヘクタールが占有者

の土地で合法化の対象となった土地としている。

1982 年の時点でINCRAの入植者および占有者

238 件の登記書が発行されている［Rocha 2008, 

5-6］。ロッチャは，生産技術や社会的つながり

以外にも，政治，イデオロギーなど政治的要因

も指摘している。

（注24）CPRは将来，ある一定の数量の農産物

を引き渡すという約束の下に，生産者が前もっ

てある一定の金額を受け取るという有期契約の

一種である。導入当初は現物のみに限定されて

いたが，2001 年には手形の買い手を増やし，融

資を拡大するために金融市場で流通可能なCPR

も登場し，現物納入以外に契約期日に商品を金

額に換算して現金で支払うことも可能になった。

さらに，2004 年には法令第 11076 号にて，新た

な手形としてCDCA/WA（農畜産倉荷証券と農畜

産ワラント債），LCA（アグリビジネス信用状），

CRA（アグリビジネス債），CDCA（アグリビジ

ネスクレジット権証明書）が発行されるように

なっている［Silva 2012］。

（注25）グレイン（Grain）が公開しているデー

タによると，ブラジルにおける外国企業の農地

買収では，23 件中 15 件が大豆をはじめとする
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耕種作物で，実施済み（12 件）あるいは進行中

（3件）である［Grain 2012］。そのひとつの事例

が三井物産による大農場経営への参入である。

2011 年にマラニョン州（北東部）で 9864 ヘク

タール，バイア州（北東部）で 9万 7057 ヘク

タール，ミナスジェライス州（南東部）で 9700

ヘクタールの直営農場経営を開始した。また，

中国の国有企業重慶糧食集団（Chongqing Grain 

Group）もバイア州で 20 万ヘクタールの農地確

保を計画していた。だが，外国人・外国企業に

よる農地取得の動きが加速していることに伴い，

2010 年 8 月に政府による意見書（LA-01）が発

表され，さらに 2011 年 12 月にINCRAよりその

内 容 を 反 映 し た 基 本 通 達 70 号（Instrução 

Normativa/INCRA/No.70）が出され，外国人・外

国企業による農地取得に対しINCRAによる監視

体制が強化されたことにより，その計画は見直

され，中国からの投資の重点は農地ではなく集

荷施設や搾油施設等への投資に変更されている。

また耕種作物での外国企業の農地買収は，15 件

中 6件がアグリビジネスによる農地取得だが，

残り 9件が工業（2件）・不動産（1件）・金融

（6件）とアグリビジネス以外からの買収で投機

的要素が高まっており，これらの点を考察する

ことも今後の課題のひとつである。
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